指定特定相談支援事業所間一体的管理運営のための協定書
＜目的＞
第１条	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下、障害者総合支援法）に基づき、指定特定相談支援事業所間で一体的な管理運営を行うことで、支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、地域全体で本人の意思を中心に据えた質の高いマネジメントを提供することを目的とする。

＜名称＞
第２条	一体的な管理運営を行うための共同体を組織して、その名称は、Ａ事業所、Ｂ事業所、Ｃ事業所共同体と称する。

＜成立の時期及び解散の時期＞
第３条　当共同体は、令和３年４月１日に成立し、その存続期間は、令和４年３月３１日までとする。
２　第１項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
＜構成員の所在地及び名称＞
第４条　当共同体の構成員は、次のとおりとする。
所　在　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法　人　名　　Ａ法人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事　業　所　　Ａ事業所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所　在　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法　人　名　　Ｂ法人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事　業　所　　Ｂ事業所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
所　在　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法　人　名　　Ｃ法人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事　業　所　　Ｃ事業所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（運営委員会）
第５条　当共同体は、構成員全員による運営委員会を設け、必要事項を決定する。
２　　運営委員会は、障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示180号）（以下、厚生労働大臣が定める基準）の要件を満たしているかについて、定期的（月１回）に確認を行う。

（一体的管理運営）
第６条　当共同体は、一体的な管理運営について、厚生労働大臣が定める基準及び、障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項を遵守する。
２　当共同体は、各々の指定特定相談支援事業所の運営規程、重要事項説明書等に一体的な管理運営を行っている旨記載する。
３　原則、全職員が参加するケース共有会議、事例検討会等を月２回以上共同で実施するとともに、利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議を定期的（週１回）に開催する。
４　当共同体は、２４時間の連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保する。 
５　当共同体は、新規に採用した全ての相談支援専門員に対し、相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施する。
６　当共同体は、基幹相談支援センター等から支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定計画相談支援を提供する。
７　当共同体は、基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加する。 
８　当共同体は、各々の指定特定相談支援事業所の運営規程において、市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを定める。
９　当共同体は、専ら指定計画相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員を合計４名以上（うち一名以上が相談支援従事者現任研修を修了している）配置する。
１０　当共同体は、各々の指定特定相談支援事業所において、専ら指定計画相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員を１名以上配置する。
１１　当共同体は、各々の指定特定相談支援事業所において、それぞれ取扱件数を４０未満とする。
１２　当共同体は、各々の指定特定相談支援事業所が災害等で運営が困難になった際には、協力して支援する。
＜構成員の責任＞
第７条　当共同体の構成員は、各々が運営規程に則り運営するとともに、一体的管理運営の実施に関しては、連帯して責任を負うものとする。
２　構成員は、相談支援体制の充実に努めるものとする。
＜年度途中の退会＞
第８条　当共同体の構成員は、構成員全員の承認がなければ、年度途中の退会を認めない。
２　　構成員が，本会の目的に反する行動をしたとき又は本共同体の名誉を傷つけたときは，退会を求めることができる。
３　　構成員は、体制を変更した場合は、すみやかに当該自治体に連絡の上、変更届を提出する。
＜個人情報の保護＞
第９条　当共同体の構成員は、従業者と個人情報保護に関する契約を結ぶ。
２　　従事者及び従事者であった者は、業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報について、法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
３　　当共同体における一体的な管理運営における個人情報の保護についても、上記と同様の取り扱いとして、構成員は、従業者に対して個人情報の保護の遵守を求めるものとする。
（協定書に定めのない事項）
第１０条　この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定める
ものとする。
上記のとおり　指定特定相談支援事業所間一体的管理運営のための協定書を締結したので、その証拠としてこの協定書３通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
令和　年　月　日
所　在　地　
構　成　員　　名　　　称　Ａ法人
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
所　在　地　
構　成　員　　名　　　称　Ｂ法人
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

所　在　地　
構　成　員　　名　　　称　Ｃ法人
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印
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